
平成３１年３月２５日 

学 長 選 考 会 議 決 定 

滋 賀 医 科 大 学 学 長 像 

 

 

基本的な考え方 

 

 滋賀医科大学の理念は、「地域の特徴を生かしつつ、特色ある医学・看護学の教育・

研究により、信頼される医療人を育成すること、さらに、世界に情報を発信する研究者

を養成することにより、人類の健康、医療、福祉の向上と発展に貢献する」ことである。 

 滋賀医科大学の学長は、この理念のもとに、医学と看護学の教育・研究を推進し、地

域の住民の健康維持と疾病の予防、診断・治療に貢献し、独自性を生かした大学の経営

を行う。 

 

 

求める学長像 

 

次に掲げる条件に従って学長を選考する。 

 

１．優れた学識とともに、豊かな人間性と高い倫理観、明るさと正義感を兼ね備えた高

潔な人格を持っていること 

 

２．大学の現在を的確に把握して、将来を見通した明確なビジョンを持ち、構成員に対

して十分な説明責任を果たした上で、リーダーシップを発揮して、そのビジョンを実

現すること 

 

３．地域や自治体、企業等とも協力して高い経営能力を発揮し、大学を効果的に運営す

ること 

 

４．医学と看護学の両面における教育と研究を推進し、医療の発展に寄与すること 

 

５．優れた医療人を育成し、地域における医療の展開及び健康の維持と福祉の増進に貢

献すること 

 

６．国際的な視野を持ち、大学の国際化を推進し、研究成果を世界に発信すること 

 

以上 


